
 

 

 

 

 

 

 
令和５年度の財政概要について 

 

 
・令和５年度一般会計等決算   資料１  

・財政健全化法に関する「健全化判断比率」等の算定状況 

 資料２  

 

 

 

 

 

 
令和６年１０月９日 



（単位：百万円）

(ア) 398,692 414,389 ▲ 15,697

(イ) 381,396 393,528 ▲ 12,132

(ア)-(イ)=(ウ) 17,296 20,861 ▲ 3,565

(エ) 7,822 6,725 1,097

（純剰余金） (ウ)-(エ) 9,474 14,136 ▲ 4,662

（単位：百万円）

（臨時財政対策債） 225,491 248,078 ▲ 22,587

（臨時財政対策債除き） 374,904 367,273 7,631

区　　　分

令和４年度
(B)

令和５年度
(A)

令和４年度
(B)

令和５年度
(A)

２　その他

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出差 引 額

令和５年度一般会計等決算

比較
(A)-(B)

　令和５年度一般会計決算は、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が５
類感染症へ移行したことに伴いその影響は縮小したものの、引き続き一定程度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた決算となりました。
　歳入では、県税等が増加した一方、新型コロナウイルス感染症対策に係る国
庫支出金が大きく減少したことにより、前年度を１５７億円下回りました。
　また、歳出では、令和５年８月の台風第７号等に伴い災害復旧費が増加した
一方、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行による感染症対策の見
直しに伴う対策経費の大幅な減少等により、前年度を１２１億円下回りまし
た。
　これらの結果、純剰余金である実質収支は９５億円となりました。
　財政調整型基金残高は前年度と同水準の２７４億円を確保し、地方債残高は
前年度比１５０億円減の６，００４億円となりましたが、引き続き健全な財政
運営に努める必要があります。

区　　　分

一般会計決算

615,351

翌年度へ繰越すべき財源

実 質 収 支

１　総括

財政調整型基金残高

比較
(A)-(B)

34

▲ 14,956

財政調整型基金とは、財政調整基金、県立公共施設等建設基金、減債基金、大規模事業基金及び長寿社会
対策推進基金をいう。

地方債残高
（一般会計ベース）

(注)

27,386 27,352

600,395

資料１
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（単位：百万円）

歳　入(A) 歳　出(B) 差引(A)-(B)

鳥取県用品調達等集中管理事業 1,709 1,662 47

鳥 取 県 公 債 管 理 65,151 65,151 0

鳥 取 県 給 与 集 中 管 理 26,318 26,309 9

鳥 取 県 母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業

122 61 61

鳥 取 県 国 民 健 康 保 険 運 営 事 業 54,144 52,559 1,585

鳥 取 県 中 小 企 業 近 代 化
資 金 助 成 事 業

38 36 2

鳥 取 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善
資 金 助 成 事 業

172 18 154

鳥 取 県 県 営 林 事 業 81 78 3

鳥 取 県 県 営 境 港 水 産 施 設 事 業 262 261 1

鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業 298 1 297

鳥 取 県 港 湾 整 備 事 業 93 88 5

鳥 取 県 収 入 証 紙 1 1 0

鳥 取 県 県 立 学 校 農 業 実 習 59 43 16

鳥 取 県 育 英 奨 学 事 業 1,313 730 583

鳥 取 県 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 214 23 191

会　　　計　　　名

令和５年度　特別会計歳入歳出決算額
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財政健全化法に関する「健全化判断比率」等の算定状況 

 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、令和５年度決算に係る健全化判断比

率及び資金不足比率（確定値）を算定しました。 

 

＜健全化判断比率：一般会計等に係る基準＞ 

区  分 

本県の状況 

（全国平均） 
早 期 

健全化 

基 準 

財 政 

再 生 

基 準 

内    容 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 赤字なし 3.75％ 5％ 

一般会計等の実質赤字

の比率（対標準財政規

模） 

連結実質赤字

比率 
赤字なし 赤字なし 赤字なし 8.75％ 15％ 

公営企業会計も含めた

実質赤字の比率（対標

準財政規模） 

実質公債費比

率 

9.4％ 

（10.1％） 

8.9％ 

（10.1％） 

9.3％ 

（10.1％） 
25％ 35％ 

一般会計等が負担する

元利償還金等の比率

（対標準財政規模） 

将来負担比率 
125.1％ 

（160.3％） 

129.4％ 

（154.4％） 

131.4％ 

（148.7％） 
400％ ― 

一般会計等が将来負担

する実質的負債の比率

（対標準財政規模） 

 

＜資金不足比率：公営企業に係る基準＞ 

区  分 
本県の状況 経営健全化 

基   準 
内    容 

R3 決算 R4 決算 R5 決算 

電気事業会計 

資金不足なし 資金不足なし 資金不足なし 20％ 

公営企業ごとの資金不

足の比率（対事業の規

模：営業収益） 

工業用水道事業会 

計 

埋立事業会計 

病院事業会計 

天神川流域下水道 

事業会計 

県営境港水産施設

事業特別会計 

港湾整備事業会計 

 

 

資料２ 
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